
宮崎県、香川県の養鶏場で
高病原性鳥インフルエンザ続発！

（家きん国内１２～１４例目）

今すぐ、飼養衛生管理基準の内容を点検し、

不遵守の場合には大至急改善してください。

【概要】
・12例目：宮崎県都農町 肉用鶏 約３万羽
・13例目：香川県三豊市 採卵鶏 約２２．８万羽

関連農場 約１２．５万羽
・14例目：香川県三豊市 採卵鶏 約 ２万羽

異常をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

令和２年度 第 ４４号 令和２年１２月２日
山梨県西部家畜保健衛生所

家畜保健衛生所たより

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

※毎日の健康観察を行い、死亡羽数の増加等異常を見つけた場合

には速やかに家畜保健衛生所に連絡をお願いします。

厳重な
警戒を！

※野生動物侵入防止対策については、以下のことが大事です。
・家きん舎、堆肥舎等について、屋根や壁の隙間、防鳥ネットの破損等

を確認し、問題があれば、段ボール等による応急的措置も含めて

早急に野生動物の侵入防止を図ること。
・家きん舎に設置された人及び機材の出入口、鶏糞の排出口等の扉、

シャッター等については、使用時以外は閉鎖すること。

※本州でも家きん（兵庫）、環境（新潟）でＨＰＡＩが確認されています。

本県でもいつ発生してもおかしくない状況にあります。


